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 第 6 章 計画の推進・管理 

6 . 1  計画の推進体制 

本計画は、県が取り組む赤土等流出防止対策を 推進する ため のもので ある が、赤土等

流出問題解決のためには、市町村や事業者・農家等の各主体による 取組とそ の連携も 必

要である。本項では、各取組主体の役割と県の取組体制を示す。 

 

6 . 1 . 1  各取組主体の役割と連携 

県 に おい て は 、農 地 にお け る 赤土 等流 出 防止 施 設 の設 置 や対 策を 推 進、 開 発事 業 に

おける 対策状況の監視、赤土等の流出状況の把握、事業者や農家への赤土等流出防止

対 策 の 普 及 ・ 啓 発 や 指導 、 県 民 に 対 す る 啓 発活 動 等 の 流 出 防 止 対策 に 資 す る 施 策 を 展

開する。 

市 町 村 に お い て は 、 地 域 の 流 出 防 止 対 策 の 推 進 や 地 域 住 民 へ の 啓 発 活 動 等 の 実 施

が 期 待 され る 。ま た 、赤 土 等の 流出 が 懸念さ れ る 不 適切 な土 地利用 状 況を 把 握し た際 に、

県 に 連 絡 し 情 報 の 共 有 を 行 う こ と で 早 期 の 問 題 解 決 を 図 る こ と が 可 能 と な る 。 ま た 、 赤 土

等 流 出が 広域 に ま たが り 問題 と な る ケー スも 多い こと か ら、 県と 市町 村 間の 連携 も 重 要で

ある。 

事業者におい ては、「沖縄県赤土等流出防止条例」に基づき赤土等の流出を防止する

た め 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 農 家 又 は 農 地 を 管 理 す る 者 は

赤土等の流出が生じ ない よう 、農地の管理に努め なければならない。ま た、事業者等によ

る 流 出 防 止 に 係 る 技術 開 発 等 も 期 待 さ れ る 。 Ｎ Ｐ Ｏ 等 団 体 に おい て は 、 地 域 協 働 の 流 出

防 止 対 策 の 実 施 や 地 域 住 民 へ の 啓 発 活 動 の 実 施 な ど が 期 待 さ れ る 。 ま た 、 研 究 機 関 に

お い て は 、 赤 土 等 流 出 に よ る 種 々 の 影 響 や 流 出 防 止 技 術 等 に 関 す る 研 究 ・ 開 発 等 が 期

待される。 

県民においては、流出防止対策活動の参加、協力などが期待される。 

県は、各取組主体と 連携し て流出防止対策を実施する こと と し 、市町村、事業者・農家、

県民、NPO 等団体、研究機関における取組についても連携や支援を行う。 

各主体 が赤 土等 流出 の及 ぼす 問題 に対し 継続的 に対 応し 、 加え て主体 間で 連携 を 図

ることにより、沖縄県全体として本計画で掲げた環境保全目標等の達成を図る(図 6-1 )。  
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図 6-1  各主体の役割と連携 
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6 . 1 . 2  県の取組体制 

県 に おい て は、 環 境保全 目 標 の達 成や 赤土等 流 出防 止対 策 の促進 に 向 け 、環 境部 、

農林水産部、土木建築部を中心に各部局で 対策に係る施策を展開する。ま た、知事公室

や 、 企 画部 、 文 化観 光ス ポ ー ツ 部を 含め た 関係 部 局と 課 題や 施 策を 共 有し 、連 携し て 取

組を推進する。 

本計画の推進にあたっ て、県庁内にて副知事を委員長、環境部部長を副委員長、庁内

各部部長級職員を構成員とし た「沖縄県赤土等流出防止対策協議会(以下「協議会」と い

う 。 ) 」 を 組 織 し 、 ま た 下 部 組 織 と し て 関 係 各 課 課 長 級 職 員 か ら な る 「 幹 事 会 」 、 班 長 級 職

員からなる「ワーキングチーム」を組織する。事務局は、環境部環境保全課が担当する。 

「協議会 」、 「幹事 会」 及び「ワ ーキ ン グチ ー ム」で は、各 部局 にお ける 赤土 等流出防止

に 関 す る 取 組 の実 施状 況 と 現 地で 生じ て い る 課 題を 共有 する と と も に 、モ ニ タリ ン グ 調 査

による対策効果の評価等を踏まえ、計画・対策の見直しを行う。 

赤土等流出防止対策に関連する 施策はそ の対象が複数分野にま たがる こと が多い こと

から、上記庁内の横断的な体制により部局間で連携し、基本計画を推進する(図 6-2 )。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2  沖縄県における取組体制 
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( 1 )  市町村との連携 

赤土等流出防止に関する施策の推進のためには、県と市町村とい った行政機関間の

情報共有や協働し た取組の推進など の連携が重要で あり、協力し て地域の赤土等流出

防止対策に取り組むことが求められる。   

また、地域が抱え る課題や求め られる対策について市町村と情報交換を行い、より効

果的な施策や取組を展開する。 

 

1 )  諸施策の促進 

県は、市町 村と 連携を 図りなが ら諸施 策を 推 進する こと で 、農地等 を 中心に赤土

等流出防止対策の促進を図る。 

・農地を中心とした地域の状況に応じた赤土等流出防止対策の展開 

・地域流出防止協議会設置及び活動支援による対策の促進 

・県 が推進 する 農業地 域の 総合的 な赤 土等 流出防 止対策 推進計 画で ある 赤土等

流出防止対策マスタープランとの連携した取組 

 

2 )  問題の把握と解決 

県は、市町村と連携して赤土等流出に関連する取組や諸問題について情報共有、

把握に努め、問題の解決を図る。 

・ 赤 土 等 流 出 が 発 生 し て い る 事 業 現 場 や 不 適 切 な 対 策 が 実 施 さ れ て い る 事 業 現

場の把握及び県への連絡 

・降雨時の赤土等流出状況の把握及び情報共有 

 

3 )  啓発活動の推進 

県は、市町村と 連携して地域で 赤土等流出防止活動を 担う 団体等の活動を 支援

し、地域活動の活性化を図るととも に、地域住民への啓発や、環境教育等を実施す

ることで、赤土等流出防止対策への意識高揚を図る。 

・赤土等流出防止団体との協働取組の推進 

・農家に対する啓発及び赤土等流出防止対策技術の普及・啓発の実施 

・地域住民への啓発及び学生等への環境教育の実施 

・ 土 地 利 用 者 へ の 赤 土 等 流 出 防 止 対 策 の 啓 発 及 び 沖 縄 県 赤 土 等 流 出 防 止 条 例

の周知 
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( 2 )  NPO 等団体との連携 

県は、NPO 等団体が実施する流出防止活動や啓発活動等に対し補助金の交付や活

動の場の提供、マッチ ング等の直接的な支援とともに、対策活動に関する技術的なサポ

ートや活動の発展に繋がる情報の提供なども行うことで、NPO 等団体の活動の活性化、

地域協働の流出防止対策の推進、地域住民の意識向上を 図る 。そのため に県は、地域

が抱える課題やニーズについて NPO 等団体と情報交換を行い、より効果的な施策や取

組を展開する。 

・NPO 等団体に対する 支援による活動の活性化 

・赤土等流出防止に関する情報共有 

・NPO 等団体及び協力企業等のマッチング 等 
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6 . 2  計画の進捗管理 

本計画の実効性を確保するため、第４章に示す各種取組の進捗管理を行う。 

 

6 . 2 . 1  進捗管理の方法 

進捗管理は、計画（P l a n）・実施（Do）・進捗評価（Chec k）・見直し（Ac t i o n）の PDCA

サ イ ク ル に よ り 、 各 種 取 組 の 進 捗 状 況 を 確 認 ・ 把 握 し 、 取 組 や 計 画 の 改 善 を 図 る  ( 図 

6-3 )。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3  PDCA サイクルによる順応的進捗管理 

 

 

 

 

6 . 2 . 2  取組の進捗管理 

赤 土 等 流 出 防 止 対 策 協 議 会 ま た は そ の 下 部 組 織 で あ る 幹 事 会 、 ワ ー キ ン グ チ ー ム に

おい て毎年度、県の取組及び「第５章 モ ニ タリング計画」で 示し たモニ タリング調査結果

を検証し進捗管理を行う。 

 

( 1 )  県の取組の検証 

「4 . 2 環境保全目標の達成に向けた県の取組」に示す各種取組の進捗状況について、

取組を所管する関係各課の点検結果を踏まえ報告を行う。 
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( 2 )  モニ タリ ング調査結果の検証 

陸域モ ニ タ リン グ調 査 結果等を 用い て重点 監視地域 の赤土 等流 出量を 推計 する と と

も に、海域モニ タリング調査結果を 用い て重点監視海域の赤土等堆積状況及び生物生

息状況を把握し、報告を行う。 

 

1 )  赤土等堆積状況調査 

各種対策等による海域の赤土等堆積状況の改善効果を評価するため、各年度の

実測 SPSS に基づき 環境保全目標を達成しているか又は達成に向け改善している

かを確認する。 

SPSS 及び生息場類型の変動要因としては以下の例が考えられる。 

≪改善原因≫ 

・降雨量の減少に伴う 赤土等流出量の減少 

・陸域対策の大幅な実施 

・大型台風による拡散 

≪悪化原因≫ 

・降雨量の増大 

・陸域対策の未実施 

・新たな流出源の発生 

海域の赤 土等堆 積量 は、降雨 条件等 の自 然条件に よっ ても 増減 する ため 、赤土

等堆積量の変化か らだけで は陸域対策の効果による も のか 把握する こと は難しい 。

陸域モ ニ タ リ ング 調査 結果等 か ら赤 土等 堆 積状況 の 改善 原因 ・悪 化原因 を 把 握す

る こと により、陸域対策 の効果による 、環境保 全目標の達成へ向けた経過状況を把

握する。 

         

2 )  生物調査 

各年度のモニ タリング調査で 得られ た出現生物種と 種ごと の個体数情報を 基に、

そ の年の生物 相の概 要を 求め 、経年的な推 移等により 、生物生息 状況の赤土等堆

積状況やその他海域環境の影響による変動を把握する。 

ま た、サ ンゴ類 ２m ×２ m 永久コ ド ラー ト調査 におい ては 、枠内のサ ンゴ の成長、

死滅、新規 加入等 の 経年変化を 追い 、対象 地点がサ ンゴ 成長環 境と し て回復過程

にあるかどうかを把握する。 

 

3 )  赤土等流出量調査 

重 点 監 視 陸 域 に お け る 流 出 防 止 対 策 の 効 果 と し て 、 各 流 出 源 （ 農 地 、 開 発 現 場 、

米軍基地、森林その他）からの年間赤土等流出量を把握する。 

  



 

 

１００ 

 

6 . 3  評価及び計画の見直し 

6 . 3 . 1  学識経験者等に よる評価・検証 

県 の 推 進 体 制 の 事 務 局 で あ る 環 境 部 環 境 保 全 課 は 、 学 識 経 験 者 等 に よ る 「 赤 土 等 流

出防止対策評価検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設置し、本委員会で本計画

に 基 づ き 実 施 する モ ニ タ リ ン グ 調 査 結 果 や 取組 の 実 施 状 況 等 につい て 評 価 ・検 証 を 行 う 。 

 

6 . 3 . 2  定期評価 

計画期間の中期年度（令和８年度）及び最終年度（令和 13 年度）の翌年度に、目標達

成状況、取組の成果、課題等を整理し、定期評価を行う。 

環 境 保 全 目 標 の 達 成 状 況 は 、 海 域 モ ニ タ リ ン グ 調 査 に よ る 各 監 視 地 域 の 赤 土 等 堆 積

状況（ＳＰＳＳ）を基に評価を行う。 

また、環境保全目標の達成状況と陸域か らの流出削減状況の相関について評価を行う。  

加 え て 、生 物 調査 結 果か ら 海 域 の 生 物相 の変 動 を 確 認 す る と と も に 、 そ の 変 動 要因 が

赤土等堆積状況による ものか、その他の影響によるものか確認する 。 

さらに、陸域モ ニ タリング調査結果を 用い て県全域の赤土等流出量を 推計する とと も に、

各地域の流出防止対策効果を確認する。 

※SPSS 予測モデルが新たに構築できた海域においては、必要に応じて定期評価の際

に、流出削減割合の再設定を行う。 

 

6 . 3 . 3  計画の見直し 

定 期 評 価 等 の 結 果 や検 討 委 員 会 か ら の 提言 を 踏 ま え 、 必 要 に 応じ て 計 画 の 施 策 や 取

組などの見直しを行う(図 6-4 )。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4  計画の進捗管理および評価、見直し

第2次基本計画

各課の取組の検証 モニタリング
調査結果の検証

毎年度：取組の進捗管理

各種取組の効果 モニタリング
調査

定期評価：中間年度及び最終年度の翌年に実施

外部検討
委員会

検証
提言

課題

推進

見直し

検証



 

 

 

 


